
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

環境基本計画とは 
 

『良好な環境の保全および創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本

指針』として、町民、地域・団体、事業者、行政が協働・連携により、それぞれの立場で

「自分ごと」としてとらえ、良好な環境の保全と、町民の健康で文化的な生活を確保して

いくための計画です。 
 
※「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第１項に基づく「地方公共団体実行計画（事務事業編）」と

同条第４項に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」を内包する計画とします。 

 
 
 
計画の期間 
 

■計画の期間 

 令和６

（2024） 

年度 

令和７

（2025） 

年度 

令和８

（2026） 

年度 

令和９

（2027） 

年度 

令和10

（2028） 

年度 

令和11

（2029） 

年度 

令和12

（2030） 

年度 

令和13

（2031） 

年度 

令和14

（2032） 

年度 

 

             

竜
王
町 

 
第六次竜王町総合

計画 
（前期基本計画） 

第六次竜王町総合計画 
（後期基本計画） 

  

 

       
 

    

  
第二次竜王町環境基本計画【本計画】 

地球温暖化対策実行計画（内包） 

 

        
 温暖化目標 

   

 
 
 
 
環境未来像 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さあ！ 環境新時代へ！ ともにつなぐ輝竜の郷 

環境新時代 
町⺠、地域・団体、事業者 
みんなで手を取り合って 

よりよい環境を未来につなぐ
・ ・ ・

 

地球温暖化のリスク増大、生物多様性の損失 
深刻化するプラスチック等による環境汚染問題 
 

環境を取り巻く状況は 
新しい時代を迎えている 

ともにつなぐ 



 

 
 

 
計画を進める上での視点 
 

 

 
視点２ 環境問題を様々な協働・連携により解決をはかる 

 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
計画の推進主体 

 

多様な環境課題の解決に向け、各主体がそれぞれの強みを持ち寄り、共同プロジェクト

や各種協議会での取組の推進等をしながら、協働・連携を図っていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民 

地域・団体 

事業者等 

 
行政 

（竜王町） 

協働・連携 

視点１ 環境問題を「自分ごと」としてとらえる人を増やす 

視点２ 地域資源を活かした様々な協働・連携をすすめる 

視点３ 環境に関する魅力的な情報を発信する 

環境に配慮した事
業や地域、行政等
と連携して環境保
全活動を行います 

日々の家庭生活や地
域の活動でできるこ
とを実践します 

環境の取組を推進するため、情
報発信や連携のための場づく
り等の仕掛けをしていきます 



 

 
 

施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本目標１】  自然環境 
～自然によりそい、自然を守ろう～ 

【基本目標２】  生活環境 
～安全・安心で快適な生活環境をつくろう～ 

【基本目標３】  地球環境 
～地球温暖化対策をすすめよう～ 

【基本目標４】  資源循環 

～資源循環をすすめよう～ 

【基本目標５】  人づくり 

～環境学習の拡充と人材育成をすすめよう～ 

１-１ 自然環境の保全・再生と生物多様性の向上 

１-２ 景観保全および自然とふれあう場の拡充 

【基本施策】 本町の大きな特徴である豊かな自然や
田畑を次世代に継承し、多様な生き物が生
息・生育できる環境を守り、人と生き物が
ともに暮らせるまちにします。 

２‐１ 公害の防止 

２‐２ 生活環境の保全 

【基本施策】 
本町の空気、水、土をきれいに安全に保ち、騒音、

振動、悪臭等の公害対策を行います。清掃活動をみ
んなで行い、不法投棄やポイ捨てのない美しいまち
にします。また、安心して住み続けられるように、
町内外への移動の利便性を向上させます。 

３‐１ 脱炭素社会の形成 

３‐２ 気候変動への適応 

【基本施策】 地球温暖化緩和のため、本町から排出される二酸化炭素の
排出量を減らす取組をみんなですすめ、適切な情報を共有し
ながら、気候変動の適応策を推進します。 

４-１ ５R の推進によるごみの減量 

４-２ 未利用資源の有効活用と循環 

【基本施策】 町内全体で様々な資源を循環させる取組を展開し、町
⺠⼀人⼀人が５R（リデュース・リユース・リサイクル・
リフューズ・リジェネレイト）を徹底します。 

５-１ 環境について学ぶ機会の拡充 

５-２ 環境学習・環境保全を担う人材育成 

【基本施策】 子どもから大人まで、様々な環境学習等の機会を通
じて環境問題等について学ぶ機会を拡充し、地球温暖
化防止活動や環境保全活動の担い手を育成します。 

�� 自然とふれあいながら自然や景観の保全に努める 

�� 身近な自然や環境保全活動等に関する情報発信をする 
�� 環境に配慮した、地元産の農産物を積極的に購入する 
�� 所有地における緑化、ビオトープづくり等、生物多様性につながる場所

づくりに努める 

わたしたちにできること 

わたしたちにできること 

わたしたちにできること 

わたしたちにできること 

わたしたちにできること 
�� ルールを守り、近隣住⺠に配慮した生活をする 

�� ごみは適切に廃棄し、野焼きはしない 
�� ごみ拾い等の環境美化活動やごみ集積所の清掃等をみんなで行う 
�� 環境に配慮した商品を選び、環境汚染につながらないような生活、事業

活動を実践する 

�� 環境関連のイベントに積極的に参加する 
�� 学校や地域で行う環境学習や自然観察会等に協力する 
�� 所有する場所や知識を活かし、様々な主体と連携して環境学習を企画・実施する 

�� マイバック、マイボトル、マイカトラリー等をいつも持参する 

�� 簡易包装の商品やリサイクル素材でできた商品を選ぶ 

�� 資源はしっかり分別し、生ごみ等は堆肥化に努めてごみを減らす 
�� 食品ロス削減や脱プラスチックに向けて家庭や事業所でできることを考える 

�� 気候変動について学び、家族でできることを話し合う 
�� 省エネルギー行動や環境に配慮した交通・消費行動を実践する 
�� 所有する家や施設において再生エネルギーや蓄電池システムの導入を検討する 

すべての基本目標に 

対応する SDGs 



 

 
 

重点プロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 重点プロジェクト１ さあ！みんなで知ろう！ 

竜王町の自然 

�� 自然観察会等に参加する 
�� 環境学習のフィールドとして活用で

きる場所等を提供する 
�� 地域の環境保全活動について調べる 

□ 自然観察や生き物調査の実施 
□ ⻯王町の自然の把握と保全 
□ ⻯王町の自然について情報公開 

わたしたちにできること 

わたしたちにできること 

わたしたちにできること 

わたしたちにできること 

内 
容 

□ 情報交換会やフォーラムの実施 
□ 本町の環境課題・改善策の共有 
□ 環境問題の自分ごと化 
□ 様々な主体間の連携強化 

内 
容 

�� 環境について考える機会に参加する 
�� 話題を提供する 

�� 課題に対してそれぞれができること
を考える 

□ 中心核に新設される施設等のZEB化 
（再エネの設備導入、断熱の実施） 

□ 便利で環境に配慮したモビリティー 
□ 快適さと防災・脱炭素化の両立 

内 
容 

□ バイオマス産業都市構想を中心に 
家畜の排せつ物等を含めた様々な 
バイオマス資源を活用する 

□ 町内で資源やエネルギーを循環させる 

内 
容 

�� 次世代自動車や省エネ設備を購入し、 

家庭や事業所の脱炭素化をすすめる 
�� 中心核の環境に配慮した公共施設を

積極的に利用する 
�� 環境に配慮したまちづくりの気運が

高まる活動や取組を発信する 

�� 未利用のバイオマス資源を提供する 
�� プロジェクトからできた商品等を購

入・活用する 
�� バイオマス産業都市構想に関わり、

情報を発信する 

 重点プロジェクト４ 
さあ！みんなでつくろう！ 

人にも環境にも優しい脱炭素のまち 

 重点プロジェクト２ さあ！みんなで考えよう！ 

これからの環境 

 重点プロジェクト３ さあ！みんなでまわそう！ 

バイオマス資源 



 

 
 

竜王町 地球温暖化対策実行計画 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

※カーボンニュートラルとは…二酸化炭素等の排出量から森林等による二酸化炭素等の 

吸収量を差し引いた合計が実質ゼロの状態 
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≪区域施策編≫ 

≪事務事業編≫ 


